
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

平成２０年２月２８日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

コールドテーブル 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、アイスクリームに果物、クッキー等の食材を混ぜ合せる際に用いられ

る大理石、セラミック等の天板に冷却装置を取り付けたものである。 

 

○構造、仕様、意匠 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、１４０Ｗ 

 

○主な使用者、販売先 

アイスクリームショップ等 

 

２ 対象・非対象の解釈 

 

 電気用品安全法上は、非対象として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、家具に電気機械器具を取り付けたものでないことから、「その他の電

気機械器具付家具」に該当せず、その上でアイスクリームを人が混ぜ合わせるもの

であることから、「アイスクリームフリーザー」にも該当せず、非対象として取り

扱うことが妥当と判断する。 

 


